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令和８年度 茨城県立医療大学 

科 目 等 履 修 生 募 集 要 項 
 

 

１ 制度の趣旨 

本学の科目等履修生制度は、大学の社会への門戸開放の一環として、社会人等に対する学習

機会を拡充するため、本学において開講する授業科目のうち特定の授業科目について、科目等

履修生を募集し、履修した科目の単位を認定する制度です。 

この制度の対象者は、短期大学や専門学校等を卒業されている一般の方々をはじめ、今まで

に医療系教育を受けた方々や、現在医療系分野の国家資格を有している方々です。 

 

２ 募集人員 

   若干名 

 

３ 履修対象科目 

「令和 8年度 科目等履修生開講科目一覧」のとおりです。4 月入学については、令和 8年

度前期（4 月～8 月）及び後期（10月～2 月）に開講する科目を、10 月入学については、令和

8 年度後期（10月～2月）に開講する科目の履修ができます。 

※一部の開講科目については、受講できる方の資格に制限があります。詳しくは「令和 8 年度 

科目等履修生開講科目一覧」をよくご確認いただき、不明な点は事務局教務課までお問い合

わせください。 

※授業日程及び科目責任者は、変更となる場合がありますので、予め御了承ください。 

※10 月入学の募集時には、履修人数の関係で募集しない科目が出てくる場合がありますので、

予め御了承ください。 

 

４ 入学時期及び履修開始時期 

（１）入学時期 

   令和 8 年 4 月又は 10 月 

（２）履修開始時期 

   令和 8 年 4 月、6月、10 月、12 月（科目によって異なります。） 

 

５ 出願資格 

次のいずれかに該当する者とします。 

（１）短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者（令和 8 年 3月卒業見込みの者も含む。） 

（２）大学に 2年以上在学し 62 単位以上を修得した者 

（３）専修学校の専門課程を修了した者のうち、学校教育法第 132 条の規定により大学に編入

学することができる者 

（４）外国において学校教育における 14年の課程を修了した者 

（５）その他、特に学長が認めた者 

 

６ 出願手続 

（１）出願期間 

4 月入学  令和 8 年 1月 19 日（月）～1 月 21 日（水） 

（受付時間 午前 9 時～午後 5 時まで） 

10 月入学 令和 8 年 6月 22 日（月）～6 月 24 日（水） 

（受付時間 午前 9 時～午後 5 時まで） 

 

（２）出願方法 

出願書類一式を取りそろえ、出願期間中に（３）の出願先に持参するか、郵送してくだ

さい。郵送する場合、出願書類を「科目等履修生出願書類在中」と朱書きした角形 2 号

の封筒に入れて、「簡易書留」で郵送してください。 

なお、郵送の場合でも期限内必着とし、出願期間を過ぎた場合いかなる理由があって
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も受理しませんので、郵送期間を十分考慮の上、送付してください。 

 

（３）出願先 

〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見 4669-2 

      茨城県立医療大学  教務課 

      TEL （029）840-2111（直通） 

 

（４）出願書類等 

    ア 科目等履修生入学願書 （本学所定の用紙） 

※写真 1 枚（出願前 3 か月以内に撮影した、上半身正面無帽、縦 4 ㎝×横 3 ㎝のも

の）を貼付してください。 

     イ 履歴書 （本学所定の用紙） 

     ウ 志望理由書 （本学所定の用紙） 

エ 出身学校の卒業（見込）証明書及び成績証明書（最終学歴のもので、厳封したものに

限ります。婚姻等により、証明書類と姓が異なる場合、戸籍抄本を添付してください。

（前年度に本学の科目等履修生として在籍している者は提出不要。） 

オ 資格や免許の所有を要件とする科目の場合、それら資格・免許を証明する書類（コピ

ー可。前年度に本学の科目等履修生として在籍している者は提出不要。）   

カ 530 円切手を貼付した返信用封筒（角形 2号サイズのもの。郵便番号、住所、氏名を

明記のこと。） 

キ 9,800 円分の普通郵便為替証書（指定受取人の欄には『茨城県立医療大学』と記入し、

それ以外の箇所には何も記入しないこと。定額小為替は不可。） 

     ク 領収証書・検定料納付書（本学所定の用紙。氏名欄のみ記入すること。） 

ケ 外国人登録済証明書（外国籍の者のみ原本を提出してください。） 

 

【普通為替証書の記載例】 
 
  
 
   
     おところ                おなまえ      印 
 
                 
    【元号】〇〇年〇月〇日 
                               ゆうちょ銀行 

 

【普通為替証書の記載例】 

 

【出願にあたっての注意事項】 

ア 出願書類が不足していたり、記載事項に不備がある場合、出願を受付できませんので

出願の際に十分確認してください。 

イ 出願受付後の出願書類及び既納の入学検定料は、条例に基づく場合の他はいかなる場

合であっても返還いたしません。 

 

７ 選考方法 

    書類審査により行います。なお、選考に際して、面接を行うことがあります。 

 

８ 合格発表 

（１）発表日時 

4 月入学  令和 8 年 2月 27 日（金）午前 11時 

10 月入学 令和 8 年 7月 31 日（金）午前 11時 

 （２）発表方法 

普 通 為 替 証 書 

茨城県立医療
茨城県立医療大学 

指定受取人 

 おなまえ 様 

9,800 円 記入しない 

記入しない 
押印しない 
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    合格者には合格通知書及び入学手続書類を併せて送付します。 

※合否に関する電話での問い合わせは一切受け付けません。 

 （３）インターネットによる合格者受験番号の提供 

本学の web ページに、合格発表日の午後 2 時までに合格者の受験番号を掲載します。 

Web ページアドレス https://www.ipu.ac.jp 

※上記（３）による合格者受験番号の提供は、（２）による合格発表に代わるものでは

ありません。 

 

９ 入学手続 

（１）手続期間 

4 月入学  令和 8 年 3月 3 日（火）～3 月 6日（金） 

（受付時間 午前 9 時～午後 4 時まで） 

10 月入学 令和 8 年 8月 4 日（火）～8 月 7日（金） 

（受付時間 午前 9 時～午後 4 時まで） 

（２）手続場所（手続書類等の提出先） 

   ６（３）出願先と同じ。 

（３）手続方法 

手続期間内に次のいずれかにより入学手続を行ってください。なお、手続期限を過ぎた

場合、いかなる理由があっても受理しませんので、郵送の場合期間内に必着となるように

余裕をもって送付してください。 

     ア 大学窓口で入学手続を行う場合 

           入学手続書類及び入学料を受付窓口に提出及び納付してください。 

      イ 郵送により入学手続を行う場合 

           入学手続書類及び入学料分の普通郵便為替証書（指定受取人の欄には『茨城県立医

療大学』と記入し、それ以外の箇所には何も記入しないでください。定額小為替は不

可。）を角形 2号の封筒に同封の上、「科目等履修生入学手続書類在中」と朱書きし、

「簡易書留」で郵送してください。 

（４）入学料及び授業料 

ア 入学料 ２８,２００円（改定されることがあります。） 

      イ 授業料 １単位につき１５,３００円（改定されることがあります。） 

（例）２単位の科目を１科目履修する場合、授業料は３０，６００円となります。 

        授業が開始する月に、本学より送付する所定の納付書により納付してくださ

い。 

ウ  入学料・授業料の納付後は、いかなる理由があっても返還いたしません。 

（５）手続上の注意事項 

ア 期間内に手続を完了しなかった者については、入学を辞退したものとして取り扱い

ます。 

イ 必要な書類及び入学料がすべてそろっていない場合には受理しませんので、書類

等の提出の際に十分確認してください。 

ウ 提出書類は返還しません。 

エ 入学手続後、入学を辞退する場合、以下の日時までに、その旨を６（３）の出願先

まで申し出てください。入学辞退を希望してもこの期限までに申し出がなかった場

合、令和 8 年 4 月 1 日以降（4 月入学）又は令和 8 年 10 月 1 日以降（10 月入学）在

籍していたものとして授業料を徴収します。 

  4 月入学  令和 8年 3 月 23 日（月）午後 4 時まで 

10 月入学  令和 8 年 9 月 24 日（木）午後 4時まで 

 

10 4 月入学生の履修科目の追加 

4 月入学の科目等履修生については、10 月以降に開講する科目について追加で履修を認め

る場合がありますので、希望する場合次のとおり手続きしてください。 

（１）手続き方法 
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  ①手続期間 令和 8年 6 月 22 日（月）～6月 24 日（水） 

 （受付時間 午前 9 時～午後 5時まで） 

  ②提出書類 履修科目追加願 
（２）留意事項 

10 月入学者募集時には、履修者の状況に応じて開講科目が変更となる場合があるため、

4 月入学者募集時に履修希望されることをおすすめします。 

 

 

11 履修科目の取り下げについて 

  既に履修が認められた科目を取り下げることは原則として認めていませんが、取り下げを

希望する場合には教務課にご相談ください。 

 

12 その他 

この科目等履修生制度により修得した単位を加えて、独立行政法人大学評価・学位授与機構

が与える大学卒業者と同様の「学士」の学位を取得する道も開かれております。 


